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広報きこない

４月から（新道・南本町）地区の一部で下水道が供用開始されます
下水道の早期接続にご協力をお願いします
　平成17年４月から一部の地域で供用開始した下水道は、令和５年３月末現在で800戸（供用開始区
域にある世帯の約66％）の家庭で接続し、使用いただいています。
　４月からは、さらに下図で供用開始となりますので今後もさらなる接続にご協力をお願いします。
　また、下水道を接続するための補助金や資金の融資をあっせんする制度は、供用開始区域になって
から、３年を経過すると利用できなくなりますので、早期の接続にご協力をお願いします。
　下水道に関することで不明な点がある場合は、建設水道課までお問い合わせください。

は令和５年４月から供用開始する区域

令和５年度下水道供用開始区域

町有バス使用の仮申請を受け付けています
　木古内町では町有バスの使用に関する仮申請受付を随時行っております。令和５年度の使用につい
て受付をしておりますので、以下の方法で申請を行ってください。
　なお、予約については原則先着順としていることから、希望に添えない場合があります。　
　あらかじめご了承ください。
■仮申請
　電話または来庁のうえ、お問い合わせとご予約をお願いします。
■本申請
　使用日の１週間前までに申請書類を提出してください。各種申請書類は建設水道課窓口にてお渡し
致します。または、町ホームページに掲載しております。
■申請書類
　町有バス使用承認申請書、行程表、名簿表
■申込・お問い合わせ
　建設水道課建設水道グループ
　☎01392－2－3131


